
令和8年7月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されることに伴う再審査申請に係る手続きについて、次のとおりお知らせいたします。
（建設業法施行規則第20条第2項）

【令和８年度 経営事項審査制度の改正の概要】
（令和8年7月1日施行）
1． 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点項目として追加（５点）

　　　（審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点）

　　　　※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として掲載さ　　れている必要があります。

　   　※上記項目の追加に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分が見直されます。

　　　（民間工事を含む全ての建設工事15点⇒10点、全ての公共工事10点⇒5点）
2． 「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大
⇒「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が加点機械に追加されます。
3． 「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」に関する評価項目の削除。
※今般の改正以外の項目で改正前の基準で申請した項目については、変更することはできませんので、ご注意ください。
１　対象者
再審査申請を行う日現在、改正前の基準での経営事項審査結果通知書（審査基準日から1年7か月の有効期間内のものに限る）をお持ちの業者。
２　受付期間
令和8年7月1日（水）から令和8年10月28日（水）まで
３　手数料
かかりません（※上記受付期間経過後は、通常審査と同様に手数料が必要です）。
４　受付窓口
大阪府咲洲庁舎1階　申請会場　9時30分から17時まで（要事前相談・連絡）
５　結果通知書の交付に要する期間
　　申請書を受理し、補正が解消された日から土日・祝日を含む22日程度で電話にてご連絡します（ただし、審査の進捗状況により、交付が遅れることがあります。）。
制度改正後の結果通知書は、既交付の結果通知書との手交による交換になります。
制度改正後の結果通知書が交付されるまでの期間を十分に見込んだ上で、申請してください。
当該期間の短縮などのご要望には、一切応じられませんのでご注意ください。
６　提出・提示書類
経営事項審査に必要な書類は、従来の再審査のとおりです。
なお、審査にあたって必要がある場合は、追加資料の提出又は提示を求めることがあります。
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